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●仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の仏暦二五五八年改正（第１版） 

 前文省略 

 

 第一条（名称） 

 本憲法を「仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の仏暦二五五八年改正

（第１版）」と呼ぶ。 

 

 第二条（施行日） 

 本憲法は官報公示日の翌日から施行する。［官報公示日は二〇一五年七月一

五日］ 

 

 第三条（立法議員資格） 

 仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第八条の（四）の内容を廃止し、

以下のように置き換える。 

 「（四）選挙権取り消し中ではない。」 

 

 ＊旧規定／ 

 （４）選挙権を剥奪されたことがある。 

 

 第四条（国王の国事行為代行） 

 以下の内容を仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第一九条の第六段と

して増補する。 

 「憲法または法律に基づく国王への宣誓は、国王が成人の王位継承者、もし

くは国王代行に代行させることができる」 

 

 第五条（国民投票） 

 仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第三七条の内容を廃止し、以下の

ように置き換える。 

 「第三七条 

 憲法起草委員会は、第三六条第二段に基づく改定増補要求の提出期限日から

６０日以内に、改定増補を審議する。ここにおいて憲法起草委員会は、相当と

の判断に基づき憲法起草案を改定増補することができる。改定増補要求が数多

くの審議点を有する、または憲法起草案の構造に影響を及ぼすおそれがあり、

憲法起草委員会が当該期間内に審議を終えられそうもないと判断した場合、改

定増補要求の審議期限日から３０日以内であれば、憲法起草委員会は改定増補

要求の審議期間を一回延長することを決議することができ、審議期限日までに、

国家改革会議に対し、期間延長の決議をその事由とともに通知する。 

 憲法起草委員会が第一段に基づき起草案を改定増補した時、国家改革会議に

憲法案を提出する。国家改革会議は憲法起草委員会から憲法案を受け取った日

から１５日待ち、その期間が経過した時、国家改革会議はその期間が経過した

日から３日以内に、その憲法案全体を承認するか否認するか決議を取るために

会議を開く。ここにおいて国家改革会議は憲法案の内容の改定増補はできない。



 

ただし重要部分ではない修正で憲法起草委員会が了解した場合、または憲法起

草委員会が十全な憲法案にするため改定増補が必要と判断した場合はその限り

ではない。 

 国家改革会議が第二段に基づく憲法案の承認を決議した時、内閣に通知し、

内閣は選挙委員会に速やかに通知する。このとき国民投票実施は選挙委員会の

義務とし、選挙委員会が国家立法議会の承認と官報公示により布告規定した原

則、方法、及び期間に従って実施する。ここに違反及び罰則規定に係る部分に

おいて仏暦二五五二年国民投票についての憲法付属法を本憲法に基づく国民投

票実施に適用する。 

 本憲法に基づく国民投票は、その憲法案全体への賛成か反対かに投票し、全

国で同日に実施しなければならない。ここにおいて国家改革会議または国家立

法議会は、それぞれ１点だけ、追加して国民投票に付す質問事項を決議するこ

とができる。その場合、国家改革会議議長または国家立法議会議長は当該質問

事項を内閣に提出し、内閣が承認すれば、国家改革会議または国家立法議会が

決議した日から１５日以内に内閣は選挙委員会に通知し、選挙委員会は憲法案

の国民投票と同時にその質問事項についての国民投票を実施する。この場合、

多数決をもって決定する。 

 第四段に基づく質問事項の提出の決議において、国家改革会議は憲法案の承

認または否認の決議と同日に決議し、国家立法議会は国家改革会議が憲法案の

承認を決議した日から３日以内に決議する。 

 選挙委員会は第四段に基づく国民投票日を布告規定する。その期日は、家屋

登録書に氏名が記載された有権者のいる全ての世帯の８０％以上に選挙委員会

が憲法案を送付した日から３０日以上、４５日以内でなければならない。 

 国民投票において有権者は、本憲法の施行日前の最後の総選挙での投票権者

と同一の資格を有し、禁止態様にあってはならず、第三七／一条の規定下に有

権者の憲法案に対する賛成票が反対票を上回れば、内閣総理大臣は国民投票の

結果が発表された日から３０日以内に憲法案を国王に奏上し、国王が署名した

時、官報に公示し、施行する。このとき内閣総理大臣は国王署名に副署する。 

 国王が憲法案を承認せず、返付しない場合、または９０日が経過しても返付

されない時、その憲法案は廃案となる。」 

 

 ＊旧規定／ 

 第三七条 

 憲法起草委員会は、第３６条第２段に基づく改定増補要求の提出期限日から

６０日以内に、改定増補を審議する。ここにおいて憲法起草委員会は、相当と

の判断に基づき憲法起草案を改定増補することができる。 

 憲法起草委員会が第１段に基づき起草案を改定増補した時、その憲法案全体

の承認または不承認を審議してもらうため国家改革会議に提出する。国家改革

会議は憲法起草委員会から憲法案を受け取った日から１５日以内に決議しなけ

ればならない。ここに国家改革会議は憲法案の内容の改定増補はできない。た

だし重要部分ではない修正で憲法起草委員会が了解した場合、または憲法起草



 

委員会が十全な憲法案にするため改定増補が必要と判断した場合はその限りで

はない。 

 国家改革会議が第２段に基づく憲法案の承認を決議した時、国家改革会議議

長は決議日から３０日以内に憲法案を奏上し、国王署名後、官報で公示し、施

行することができる。国家改革会議議長が国王署名に副署する。 

 

 第六条（憲法案の修正） 

 以下の内容を仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第三七／一条として

増補する。 

 「第三七／一条 

 内閣が第三七条第四段に基づき追加の事項で国民投票することを承認し、投

票者の過半数が当該事項に賛成し、国民投票の投票結果と憲法案の規定が一致

しなくなった場合、憲法起草委員会は国民投票結果の発表日から３０日以内に、

憲法案の関係する部分を国民投票結果と一致させるよう改定し、当該憲法案を

憲法裁判所に送付し、国民投票結果と一致しているか審査してもらう。憲法裁

判所の審査は憲法案を受け取った日から３０日以内に終える。憲法裁判所が国

民投票結果と一致していると判断した、またはいずれかの規定が国民投票結果

と一致していないと判断し、憲法案を憲法起草委員会に差し戻し、憲法起草委

員会が憲法裁判所の決定日から１５日以内に憲法裁判所の決定に従って改定し

た場合、内閣総理大臣は第三七条第七段に基づき憲法案を奏上する。このとき

完成された改定増補の憲法案を内閣総理大臣が受け取った日から起算する。」 

 

 第七条（国家改革会議、憲法起草委員会） 

 仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第三八条と第三九条の内容を廃止

し、以下のように置き換える。 

 「第三八条 

 国家改革会議は以下の場合に解散となる。 

 （一）定められた期間内に憲法案の審議を終えることができなかった。 

 （二）第三七条に基づき憲法案の審議を終えた。このとき憲法案を承認した

か、承認しなかったかを問わない。 

 憲法起草委員会が第三四条に基づく期間内に憲法案を起草できなかった、ま

たは（一）に基づく場合があった時、もしくは国家改革会議が憲法案を否認し

た時、憲法起草委員会は解散するが、当該事由により退任した憲法起草委員に

第三三条第二段を適用しない。 

        

 「第三九条 

 憲法起草委員会の解散前に国家改革会議が解散した場合、憲法起草委員会は

引き続き義務を果たす。ただし国民投票で憲法案が否決された場合、憲法起草

委員会は国民投票結果の発表日をもって解散となる。国民投票で憲法案が承認

された場合、憲法起草委員会は憲法付属法または必要なその他の法律を起草し、

国家立法議会に提出するため引き続き義務を果たし、憲法が公布、施行された

後、憲法起草委員会の義務遂行はその施行された憲法の規定に従う。 



 

 憲法起草委員会の解散前に国家立法議会が解散した場合、憲法起草委員が何

らかの事由により退任したとしても、残りの憲法起草委員が引き続き義務を果

たす。このとき憲法起草委員会は残有の憲法起草委員会から構成されるものと

みなし、国家平和秩序維持団団長は速やかに代わりの憲法起草委員を任命する。

ここに第三二条第一段、第二段及び第三段は適用しない。」 

  

 ＊旧規定／ 

 第３３条第２段 

 利害関係を排除するため、憲法起草委員は憲法起草委員の地位を退任した日

から２年間、政治的地位に就くことはできない。 

  

 第３８条 

 国家改革会議が定められた期間内に審議を終えなかった、または憲法案を承

認しなかった、もしくはその憲法案が第３７条に基づき廃案となった場合、国

家改革会議と憲法起草委員会は解散し、本憲法で規定された権限に基づき新た

な国家改革会議と憲法起草委員会の任命手続に入る。 

 憲法起草委員会が第３４条で定められた期間内に憲法起草を終えなかった場

合、憲法起草委員会は解散し、その解散日から１５日以内に新たな憲法起草委

員会を任命する。 

 第１段または第２段に基づき解散で役割を終えた国家改革会議議長、国家改

革会議副議長、国家改革会議メンバー、及び憲法起草委員は、新たに国家改革

会議議長、国家改革会議副議長、国家改革会議メンバー、憲法起草委員になる

ことはできない。 

 

 第３９条 

 憲法案の起草を終えた時、国家改革会議と憲法起草委員会は憲法付属法案ま

たはその他の必要な法律案の起草のために引き続き任務を果たす。ここに国家

改革会議は必要な法案の起草のために委員会を設置することができる。ただし

新憲法の施行が公布された時、国家改革会議と憲法起草委員会の任務遂行はそ

の公布された憲法に従う。 

 

 第八条（憲法案の再起草、改革推進） 

 以下の内容を仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第三九／一条、第三

九／二条、第三九／三条として増補する。 

 「第三九／一条 

 国家改革会議及び憲法起草委員会が解散した日から、または憲法起草委員会

が第三九条に基づき解散した日から、もしくは憲法案が第三七条第八段に基づ

き廃案になった日から３０日以内に、国家平和秩序維持団は新・憲法起草委員

会を任命する。新・憲法起草委員会は委員長１人及び２０人以下の委員から構

成され、任命された日から１８０日以内に憲法起草を終える義務を果たす。こ

こに第三三条及び第三五条を準用する。 



 

 憲法起草中、新・憲法起草委員会は国家平和秩序維持団、内閣、国家立法議

会、及び国民の意見を聴取し、取り入れる。ここに新・憲法起草委員会が定め

た原則、方法、及び期間に従う。 

 新・憲法起草委員会が起草を終えた時、内閣に通知し、内閣は速やかに選挙

委員会に通知する。国民投票の実施は選挙委員会の義務とし、国民投票は国家

立法議会の承認により選挙委員会が布告規定し、官報公示した原則、方法、期

間に従い。このとき第三七条第四段、第五段、第六段、第七段及び第八段、第

三七／一条、第三九条第一段を準用する。ここに憲法起草委員会の権限義務は

新・憲法起草委員会の権限義務とする。 

 

 第三九／二条 

 国家改革会議が第三八条に基づき解散した時、本憲法に基づく国家改革会議

を再び設置せず、国家立法議会が国家改革会議に代わって第二七条に基づく諸

改革があるようにする。このとき重要性、緊急性、及び残り期間における改革

の成就を考慮し、第三一条第一段（一）及び第二段を準用する。 

 内閣総理大臣が出生によるタイ国籍者で３５歳以上の者から任命した２００

人以下からなる国家改革推進会議を設置する。任命は国家改革会議が解散した

日から３０日以内に終える。 

 内閣総理大臣は国家改革推進会議のメンバーから１人の議長、２人以下の副

議長を任命する。ここに国家改革推進会議の決議に従う。 

 第一三条、第一八条、及び第二九条を国家改革推進会議及び国家改革推進会

議メンバーに準用し、第九条第二段に基づく決定は国家改革推進会議の権限と

する。 

 

 第三九／三条 

 第四〇条及び第四一条を国家改革推進会議の議長、副議長、メンバー、憲法

起草委員会の委員長及び委員に準用する。 

 

 第九条（暫定憲法改正） 

 仏暦二五五七年タイ王国憲法（暫定版）の第四六条第五段の内容を廃止し、

以下のように置き換える。 

 「国家立法議会が改定増補した憲法案を承認した時、内閣総理大臣は承認決

議日から１５日以内に国王署名を求め奏上し、官報公示を経て施行することが

できる。ここに内閣総理大臣は国王署名に副署し、第三七条第八段の内容を準

用する。 

 

 ＊旧規定／ 

 第四六条第五段 

 国家立法議会が改定増補した憲法案を承認した時、内閣総理大臣は承認決議

日から１５日以内に国王署名を求め奏上し、官報公示を経て施行することがで

きる。ここに内閣総理大臣は国王署名に副署し、第３７条第４段の内容を準用

する。         （おわり） 


